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午前９時５９分開議

○議長（清水 成眞君） おはようございます。

ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を

開きます。

本日届け出のあった欠席者は、議員、当局ともございません。以上、報告いたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 議案第２３号 から 日程第６ 議案第２８号

○議長（清水 成眞君） お諮りいたします。議事の進行上、この際、日程を変更して、日程第１

から日程第６までの６件の議案を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（清水 成眞君） 異議なしと認めます。よって、この際、日程を変更して、日程第１から

日程第６まで、すなわち議案第２３号から議案第２８号までの６件の議案を一括議題といたしま
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す。

町長から提案理由の説明を求めます。

松浦町長。

○町長（松浦 弘幸君） おはようございます。本日提案いたしました諸議案につきまして、その

概要を御説明申し上げます。

議案第２３号から議案第２８号までの令和元年度三朝町一般会計補正予算（第５号）を初めと

する６個の会計の補正予算は、各会計とも、それぞれ事務事業等の決算見込みにより、不用額の

精査等を行い、財源とあわせて所要の調整を行ったところでございます。このうち、新たな措置

等が生じたもの等について、概要を申し上げます。

一般会計の今期補正予算では、歳入歳出予算の補正にあわせ、繰越明許費、債務負担行為及び

地方債の補正を行うこととしております。

歳入歳出予算の補正の主なものでございますが、路線バスの維持対策に係る補助金について、

今年度の所要額が確定しましたので、所要の調整を行うこととしております。

また、農地利用の適正化に係る活動及び成果実績に応じ、農業委員及び農地利用最適化推進委

員の報酬の財源として支払われる農地利用最適化推進交付金のうち、成果実績に応じた交付金の

額が確定しましたので、所要の措置を講じております。

次に、国の令和元年度補正予算を活用した小学校及び中学校ＧＩＧＡスクール構想整備費とし

て、校内ＬＡＮ整備に係る経費を計上しております。

このほか、三朝温泉高原別荘地からの業者撤退に伴い、温泉配湯施設の撤去のための補償費の

納入がありましたが、これは、将来の撤去に備えて、公共施設営繕基金への積み立てを行うこと

としております。

次に、歳入につきましては、町税等について、今年度の収支見込みに基づき、それぞれ所要の

調整を行ったほか、国庫支出金等につきましては、事務事業の実績見込み等により調整を行った

ものでございます。

以上が今期補正予算の主な概要でございますが、これらの措置により、歳入歳出からそれぞれ

３２３３ ３３３３を３額し、補正３の予算総額を５１３６６８３ ３３３３とするものでご  

ざいます。

次に、特別会計でございます。

国民健康保険事業特別会計につきましては、保険給付費の実績見込み等により、財源とあわせ

て所要の調整を行ったものでございます。
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介護保険事業特別会計につきましては、制度改正に伴うシステム改修費について、財源とあわ

せて所要の調整を行ったものでございます。

簡易水道事業につきましては、改良事業費の決算見込みにより所要の調整を行ったほか、移転

補償工事について繰越明許費の設定を行ったものでございます。

下水道事業につきましては、公営企業会計移行事業や移転補償工事費等の決算見込みにより所

要の調整を行ったほか、公営企業移行事業、流域下水道事業負担金及びストックマネジメント事

業について繰越明許費の設定を行うこととしています。

最３に、水道事業会計補正予算では、建設改良費等の決算見込みにより、所要の調整を行った

ものでございます。

以上、追加提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げました。よろしく御審

議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。

○議長（清水 成眞君） 続いて、各議案について細部説明を求めます。

議案第２３号、令和元年度三朝町一般会計補正予算（第５号）について、吉川財政課長。

○財政課長（吉川 徹君） 議案第２３号、令和元年度三朝町一般会計補正予算（第５号）につ

いて御説明申し上げます。追加議案書の３ページをごらんいただきたいと思います。

今今の補正額につきましては、今定の予算額から歳入歳出それぞれ ３２３３ ３３３３を３ 

額し、歳入歳出予算の総額を５１３６６８３ ３３３３とするものでございます。

初めに、歳入歳出補正予算の主な内容を事項別明細書により御説明申し上げます。

歳出から御説明します。

今期補正予算では、各費目におきまして、今年度の事務事業の決算を見込んで、不用額等の精

査を行い、所要の調整を行うこととしております。

以下、新たな措置が生じた事業等を中心に主な内容を御説明申し上げます。

２３ページをごらんください。総務費の諸費にありますバス運行対策費補助金につきましては、

今年度の路線バス維持対策に係る補助金の額が確定したことに伴い、所要の調整を行っておりま

す。

次に、２７ページ、農林水産業費の農業委員会費でございます。農地利用最適化推進交付金の

額の確定に伴い、成果実績に応じて支給する農業委員等の報酬の能率給部分について、所要の額

を措置しております。

次に、３３ページ、教育費、小学校費の教育振興費及び３１ページの中学校費の教育振興費に

ありますＧＩＧＡスクール構想整備費でございます。教育におけるＩＣＴ環境整備を促進するた
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めに、１人１端末及び高速大容量ネットワークの整備を目指す国のＧＩＧＡスクール構想に基づ

きまして、令和元年度事業として実施する校内ＬＡＮの整備に関する事業費を計上しております。

次に、３２ページ、諸支出金の公共施設営繕基金については、三朝温泉高原別荘地からの業者

の撤退に伴い、今存の温泉配湯施設の撤去に要する経費として納入された補償費について、経費

や工事期間の縮３を図るために、将来の道路整備等にあわせて撤去することとして、一旦公共施

設営繕基金に積み立てを行うものでございます。

続いて、歳入について御説明申し上げます。

１４ページから１６ページにかけて掲載しております、町税、各種交付金等につきましては、

それぞれ今年度の収入見込み、交付見込みにより、所要の調整を行ったものでございます。

また、分担金、国・県支出金、町債等につきましては、各事業の財源となる補助金等について

所要の調整を行ったところでございます。

以上が歳入歳出予算の補正の主な内容でございますが、このほか、今期補正予算では、９ペー

ジ、第２表のとおり、７事業について翌年度に繰り越して事業を行うこととしておるほか、３事

業について債務負担行為補正を行うこととしております。

最３に、１３ページから１１ページの地方債の補正につきましては、各事業の実績見込み等に

より、その財源となるそれぞれの地方債の額を調整を行うものでございます。

以上が令和元年度三朝町一般会計補正予算（第５号）の概要でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。

○議長（清水 成眞君） 議案第２４号、令和元年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）、議案第２５号、令和元年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）につい

て、新健康福祉課長。

○健康福祉課長（新 寛君） 議案第２４号、令和元年度三朝町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第３号）について御説明申し上げます。議案書は３５ページからでございます。

４３ページの歳入歳出補正予算事項別明細書をごらんください。今今の補正は、歳入歳出それ

ぞれ３５７３ ３３３３を３額し、総額をそれぞれ８３ １７４３ ３３３３とするものでござ  

います。

歳入については、４１ページをごらんください。国民健康保険税収入について、現年度の調定

額により３額しております。また、この保険税の３額に関連し、低所得者層区分の３免措置によ

る国の交付税措置額を４２ページの一般会計繰入金として増額しております。

歳出については、４３ページをごらんください。療養諸費、高額療養費を実績にあわせて補正
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し、歳入の３収部分を財政調整基金積立金を３額することにより、全体を調整するものでありま

す。

以上が令和元年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の概要でございます。

どうぞよろしくお願いします。

続いて、議案第２５号、令和元年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）について

御説明申し上げます。議案書は４５ページからでございます。

５３ページの事項別明細書をごらんください。今今の補正は、歳入歳出それぞれ４２３ ３３

３３を増額し、総額をそれぞれ１１３ １３９３ ３３３３とするものでございます。 

歳出について、５２ページをごらんください。介護事務電算処理委託費、介護システムの追加

の改修の経費を増額しております。

歳入につきましては、戻りまして、５１ページ、増額となりましたシステム改修費に係る財源

としまして、国庫補助金とあわせて一般会計繰入金を調整するものであります。

以上が令和元年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）の概要でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

○議長（清水 成眞君） 議案第２６号、令和元年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）、議案第２７号、令和元年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第２号）、議案第２８号、

令和元年度三朝町水道事業会計補正予算（第３号）について、早苗建設水道課長。

○建設水道課長（早苗 睦巳君） 議案第２６号、令和元年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予

算（第２号）について御説明を申し上げます。議案書は５３ページでございます。

１ページめくっていただきまして、５５ページでございます。今期補正予算では、歳入歳出に

それぞれ４５３ ３３３３を追加し、歳入歳出それぞれ総額を ７４５３ ３３３３とするもの  

でございます。

５８ページでございます。上段の繰越明許費でございます。県の砂防工事に伴いまして、移転

補償費を繰り越ししようとするものでございます。

歳入歳出の主なものといたしまして、６３ページからでございます。

歳入につきましては、使用料等の収入見込み額の増額など、所要の調整を行うものでございま

す。

歳出につきましては、簡易水道管理費の精算見込み額及び基金積み立ての増額を行うこととし

て、歳入歳出にそれぞれ所要の額を措置したものでございます。

以上が令和元年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の御説明でございます。よ
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ろしくお願いいたします。

次に、議案第２７号、令和元年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について御説

明を申し上げます。議案書は６３ページでございます。

１１は１っていただき、６５ページでございます。今期補正予算では、歳入歳出それぞれ ８

１３３ ３３３３を３額し、歳入歳出それぞれ総額を４３ １１９３ ３３３３とするものでご  

ざいます。

６８ページ上段、繰越明許費でございます。公営企業会計移行事業及び天神川流域下水道事業

に係ります負担金及びストックマネジメント事業を翌年度に繰り越しをしようとするものでござ

います。

補正の内容につきましては、７３ページからごらんいただきたいと思います。

歳入の主なものといたしましては、下水道管の移転補償工事がありませんでしたので、それの

３額及び各事業の確定見込みによります町債の３額でございます。

７１ページの歳出の主なものといたしまして、総務費では各事業の決算を見込み、基金積立金

の増額を行うなど、歳入歳出それぞれ所要の額を措置したものでございます。

以上が令和元年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第２号）の説明でございます。

続きまして、議案第２８号、令和元年度三朝町水道事業会計補正予算（第３号）について御説

明を申し上げます。

議案書は７３ページでございます。１ページをめくっていただき、今期補正予算は、第３条、

収益的収入及び支出及び第４条、資本的収入及び支出、第５条、議会の議決を経なければ流用す

ることができない経費について補正を行うものでございます。

８８ページ、費目明細書をごらんいただきたいと思います。損益勘定、収入の水道事業収益に

つきましては、営業収益では、今年度の水道使用料の見込み額及び受託工事がなかったことと、

それと営業外収益では消費税の還付額の確定したこと、特別収益では、退職給付引当金戻入益な

どにより、全体で５９３ ３３３３の３額を行うものでございます。

下段の支出の水道事業費用につきましては、営業費用において、受託工事がなかったこと及び

営業外費用では、一時営入金利営額の確定などにより、所要の額を措置し、総額８２２３ ３３

３３の３額を行うものでございます。

８９ページ、資本的支出につきましては、配水施設改良事業費の精算見込みにより ４１２３

３３３３の３額を行い、それにあわせまして、資本的収入の企業債を ２２３３３３額を行う 

ものでございます。

－７－



７５ページをお願いいたします。これによりまして、第３条、収益的収入及び支出について、

収入の今決予算額を５９３ ３３３３３額いたしまして、１３ ３６３３ ３３３３とし、支出  

の今決予算額を８２２３ ３３３３３額をいたしまして、１３７３３３ ３３３３とするもので 

ございます。

また、第４条、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補填財源の補正及び第６条、

議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費の補正を行おうとする

ものでございます。

以上が令和元年度三朝町水道事業会計補正予算（第３号）の御説明でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○議長（清水 成眞君） 以上で細部説明は終わります。

・ ・

○議長（清水 成眞君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

午前１０時２０分散会

－８－


